
 

IoT 活用支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則）  

第１条 IoT 活用支援事業費補助金（以下「補助金」という。）については、山梨県

補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。）、雇用開発支援事業費等補

助金（地域活性化雇用創造プロジェクト）交付要綱（平成２８年１１月１５日付け

厚生労働省発職雇１１１５第１号）及び地域活性化雇用創造プロジェクト実施要領

（平成２８年１１月１５日付け職発１１１５第１号）に規定するもののほか、この

要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、県内の中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条に規定する中小企業者。以下同じ。）が IoT 導入により

生産性を向上させることで魅力ある職場へ転換させ、良質で安定的な雇用の

創出と地域経済の活性化を図ることを目的とし、これに要する経費について

予算の範囲内で補助する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において「IoT」とは、複数の機械等がネットワーク環境に接

続され、そこから収集される各種情報・データを活用して、①監視（モニタ

リング）、②保守（メンテナンス）、③制御（コントロール）、④データ分

析（アナライズ）等を行うことを指し、単に従来から行われている単独機械

の自動化や工程内の生産管理ソフトのみの導入は除く。 

 

（補助金交付の対象者） 

第４条 この補助金交付の対象者は、IoT 活用支援事業において支援対象となってい

る県内に本社又は事業所を有する中小企業者であって、次条第１項で定める事業を

行おうとする者とする。 

 

（補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の額） 

第５条 知事は、簡易な IoT の導入により課題の「見える化」を図り、自社の経営課

題の抽出、解決に資する山梨県内で実施される事業に必要な経費であって、別表に

掲げるものについて補助金を交付する。 

２ 補助率は、補助金の交付対象となる経費の２分の１以内とする。 

３ 補助金額は、１事業につき１２５千円以内とする。ただし、補助金の額に千円

未満の端数が生じるときはその額を切り捨てる。 

 

（補助金交付の申請） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）

に関係書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。 

２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第５条第１項の規定により消費税を納め

る義務がある者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該消費税及び地方消費税

に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の



 

税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等

仕入控除税額」という｡）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時

において当該消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでは

ない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを

審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、交付決定通

知書（様式第２号）により速やかに通知するものとする。 

２ 知事は、前項による交付の決定に当たっては、前条第２項により補助金に係る消

費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを

審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額する

ものとする。 

３ 前条第２項ただし書きにより交付申請されたものについては、補助金に係る消費

税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その

旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 補助金交付申請書に掲げる補助事業の内容の変更をしようとするときは、予め

事業変更承認申請書（様式第３号）を提出し、知事の承認を受けること。ただ

し、補助事業の目的の達成に支障を来さない事業計画の細部の変更であって、

交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りではない。 

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止・廃止承認申請書（様

式第４号）を提出し、知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（状況報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補

助事業の遂行及び収支状況について、知事の要求があったときは、速やかに

知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から

起算して１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の３月１５日のいずれか早

い期日までに、実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて、知事に報告しなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除

税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければな

らない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 知事は、前条の規定により実績報告書を受理した場合は、その内容を審査

し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付



 

すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通

知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ず

る。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年 

１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第１２条 知事は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、請求書

（様式第７号）により支払うものとする。ただし、知事は、必要があると認める場

合には、補助事業者に対し、概算払いにより交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求

書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 補助事業者は、補助事業完了後、申告により補助金に係る消費税等仕入控

除税額が確定した場合には、その金額を速やかに知事に消費税仕入税額控除適用報

告書（第９号様式）を提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１４条 知事は、第８条第２号の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び

次に掲げる場合には、第７条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更す

ることができる。 

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若し

くは指示に違反した場合 

(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

(4) 補助事業者が交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合 

(5) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補

助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命

ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、そ

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年１０．９５％

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第１１条第３

項の規定を準用する。 

 

（成果の共有等の協力） 

第１５条 補助事業者は、本事業による成果を他の県内中小企業者と共有し普及させ



 

るため、取得したデータの提供や成果の公表等について、県に協力するものとする。 

 

（書類の保管） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業終了の年

度の翌年度から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基

づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有す

る。 



 

（別 表） 

 

1 補助対象経費 

経費区分 内 容 

機械装置・器具

等のレンタルま

たはリースに要

する経費 

機械装置（専ら補助事業のために使用される機械・装置・部品

（各種センサー・カメラ等のデバイス、Ｗｉ-Ｆｉ、ＬＰＷＡ、

ＲＦＩＤ等のデータ送受信装置等）、工具・器具（測定工具・

検査工具、電子計算機、デジタル複合機等）及び関連ソフトウ

ェア）等のレンタルまたはリースに係る経費及びそれに係る設

置、設定、通信費、クラウドコンピューティングの利用に要す

る経費 

 


